
船舶インシデント調査報告書 

令和４年１２月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和４年６月１８日 １１時２７分ごろ 

発生場所 山口県下関市蓋
ふた

井
おい

島西方沖 

 蓋井島灯台から真方位３１０°５４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０６.１′ 東経１３０°４６.７′） 

インシデントの概要 プレジャーボートTomboy
ト ム ボー イ

は、漂泊中、船外機をチルトアップしたと

ころ、チルトダウンできなくなり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和４年７月１１日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート Tomboy、０.４トン 

 ２９４－２４３１３大分、個人所有 

 ガソリン機関、船外機、４サイクル、出力２２.１kＷ、回転数毎分

５,７５０、３気筒、ボア６１.０mm、使用燃料ガソリン、平成２２

年７月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、友人２人を乗せて航行中、船長

が、シフトレバーを増速側に操作したのに増速していないように感

じ、プロペラに浮流物が絡まっているのではないかと思い、プロペラ

を確認する目的で、船外機を停止して漂泊を始めた。 

本船は、船長が、船外機をパワーチルト（電動で船外機を上げ下げ

する油圧装置）により、チルトアップしてプロペラに浮流物が絡まっ

ていないことを確認した後、船外機をチルトダウンしようとしたとこ

ろ、チルトダウンできなくなった。 

船長は、パワーチルトにより何度か船外機のチルトダウンを試みた

ものの、チルトダウンができず、その原因が分からなかったので、自

力航行不能と判断して携帯電話で１１８番通報を行った。 

本船は、海上保安庁の要請を受けて来援した水難救済会所属の船舶

によってえい
．．

航された。 

船外機は、本インシデント後、船舶整備業者が点検を行ったとこ

ろ、‘チルトダウン用のパワーチルトリレー’（以下「本件リレー」と

いう。）の基盤が経年劣化により作動不良となり、パワーチルトが作

動しなかったことが判明し、同リレーを交換したところ、正常に作動



した。 

船長は、手動により船外機のチルトダウンができることを知らなか

った。 

船外機は、船長が本インシデントの約６年半前に中古で購入して以

来、年に約１０回使用されており、これまでにパワーチルトに不具合

が発生していなかったので、本件リレーは交換されていなかった。 

船外機の取扱説明書には、注意として次の記載がある。 

パワーチルトを作動できない場合は、マニュアルバルブを

「MANUAL」側に２～３回転まわすと手動でチルトアップ及びチルトダ

ウンができます。 

分析  本船は、少なくとも約６年半以上本件リレーの交換がされていない

中、船長が手動による船外機のチルトダウン操作方法を知らずに出港

したことから、漂泊中に船外機をチルトアップした後、本件リレー基

盤の経年劣化によりパワーチルトが作動しなくなった際、船外機をチ

ルトダウンできなくなり、運航不能となったものと考えられる。 

 本船は、これまでにパワーチルトに不具合が発生していなかったこ

とから、少なくとも約６年半以上本件リレーの交換がされていなかっ

たものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、少なくとも約６年半以上本件リレーの

交換がされていない中、船長が手動による船外機のチルトダウン操作

方法を知らずに出港したため、漂泊中に船外機をチルトアップした

後、本件リレー基盤の経年劣化によりパワーチルトが作動しなくなっ

た際、船外機をチルトダウンできなくなったことにより発生したもの

と考えられる。 

再発防止策  船長は、本インシデント後、取扱説明書を読んで手動による船外機

のチルドダウン操作方法を確認し、船舶整備業者から同操作方法を習

った。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、上記のほか、次

のことが考えられる。 

・小型船舶の船長は、船外機の取扱説明書の内容を熟知し、不具合

があった場合には応急的な運転等に対応できるようにすること。 

 ・小型船舶の船長は、船外機のパワーチルトリレー等の電装部品に

ついて、定期検査等に併せて、定期的に交換することが望まし

い。 

 


